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(57)【要約】
　【課題】椅子の背凭れを後傾させた際等、着座姿勢を
変更した際であっても、着座者の所望の姿勢でランバー
サポートにより着座者の腰部を支持させる
　【解決手段】背板６１の前面にランバーサポート７を
着脱可能に装着することができるようにした椅子１００
において、前記ランバーサポート７に、着座者の腰部を
サポートするためのランバーサポート本体７１と、前記
背板６１の前面に着脱可能に装着され前記ランバーサポ
ート本体７１をその向きが背板６１の前面の向きに同調
しつつ上下移動し得るように案内する上下案内部材７２
とを備え、前記上下案内部材７２を、背板６１の前面が
最も前方に突出している迫出部分６１ｘを含みその上下
に亘って装着する構成を採用する。
　【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背板の前面にランバーサポートを着脱可能に装着することができるようにした椅子であ
って、前記ランバーサポートが、着座者の腰部をサポートするためのランバーサポート本
体と、前記背板の前面に着脱可能に装着され前記ランバーサポート本体をその向きが背板
の前面の向きに同調しつつ上下移動し得るように案内する上下案内部材とを備えたもので
あり、前記上下案内部材が、背板の前面が最も前方に突出している迫出部分を含みその上
下に亘って装着されることを特徴とする椅子。
【請求項２】
　前記背板が少なくとも前記迫出部分付近に複数の孔を有したものであり、前記上下案内
部材が、前記孔のいずれかを選択的に利用して前記背板に装着されるものである請求項１
記載の椅子。
【請求項３】
　前記上下案内部材が、前記背板の前面に添接し得る程度の可撓性を備えたものである請
求項２記載の椅子。
【請求項４】
　前記背板が、メッシュ領域と、孔を有しないシェル領域とを備えたものであり、前記孔
が前記メッシュ領域を形成するためのものである請求項２又は３記載の椅子。
【請求項５】
　前記シェル領域が水平なバンド状をなすものであり、前記迫出部分にベルト状をなすシ
ェル領域を配するとともに、シェル領域の上下にそれぞれメッシュ領域を配している請求
項４記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着座者の腰部をサポートすべくランバーサポートを設けた椅子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、着座者の腰部をサポートすべく構成された椅子が種々知られている。このような
椅子の一例として、例えば、背凭れを弾性材製の芯材を備えるものとし、この背凭れの下
端部を昇降させることにより前記芯材が弾性変形し、着座者の腰部をサポートするランバ
ーサポート部として機能する部分が前後及び上下方向に向かって突没するように構成して
いるものが考えられている（例えば、特許文献１を参照）。
【特許文献１】特開２００３－２８４６１６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、特許文献１記載の構成の椅子においては、確かにランバーサポート部として
機能する部分が前後及び上下方向に向かって突没させうるように構成しているものの、こ
のランバーサポート部は上下方向位置にかかわらず正面に向かって突出している。
【０００４】
　一方、着座姿勢等によっては、ランバーサポート部が正面に向かって突出させた状態で
は必ずしも着座者の腰部を好適にサポートできない場合があり、ランバーサポート部の突
出方向を変更可能にする要望が存在する。このような要望は、特に背凭れが後傾可能であ
る椅子において顕著である。しかし、上述したように、前記特許文献１に記載の構成では
、このような要望に対応することが困難である。
【０００５】
　本発明はこのような課題を解決すること、背凭れを後傾させた際等、着座姿勢を変更し
た際であっても、所望の姿勢でランバーサポートにより着座者の腰部を支持できるように
することを目的とする。



(3) JP 2010-63820 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち本発明に係る椅子は、背板の前面にランバーサポートを着脱可能に装着するこ
とができるようにした椅子であって、前記ランバーサポートが、着座者の腰部をサポート
するためのランバーサポート本体と、前記背板の前面に着脱可能に装着され前記ランバー
サポート本体をその向きが背板の前面の向きに同調しつつ上下移動し得るように案内する
上下案内部材とを備えたものであり、前記上下案内部材が、背板の前面が最も前方に突出
している迫出部分を含みその上下に亘って装着されることを特徴とする。
【０００７】
　このようなものであれば、ランバーサポート本体を上下移動させることにより、該ラン
バーサポート本体に、正面向き姿勢だけでなく、上向き姿勢及び下向き姿勢のいずれをも
採らせることが可能になる。
【０００８】
　このような椅子において、着座者の腰部をより好適にサポートさせるべく、ランバーサ
ポートの取付位置を変更可能にするためには、前記背板が少なくとも前記迫出部分付近に
複数の孔を有したものであり、前記上下案内部材が、前記孔のいずれかを選択的に利用し
て前記背板に装着されるものが望ましい。
【０００９】
　特に、前記上下案内部材が、前記背板の前面に添接し得る程度の可撓性を備えたもので
あれば、このような上下案内部材の取付位置に関わらず該上下案内部材を前記背板の前面
に添接させることができる。
【００１０】
　このような上下案内部材の取付態様を好適に実現可能な背板の構成の一例として、前記
背板が、メッシュ領域と、孔を有しないシェル領域とを備えたものであり、前記孔が前記
メッシュ領域を形成するためのものが挙げられる。
【００１１】
　特に、前記シェル領域が水平なベルト状をなすものであり、前記迫出部分にバンド状を
なすシェル領域を配するとともに、シェル領域の上下にそれぞれメッシュ領域を配してい
るものであれば、前記迫出部分にシェル領域を配しているので、着座者の荷重を前記シェ
ル領域で受けることとなり、着座者にランバーサポートによる保持感を与えることができ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る椅子の構成によれば、背板の前面が最も前方に突出している迫出部分を含
みその上下に亘って装着される上下案内部材に案内させつつランバーサポート本体を上下
移動させることにより、該ランバーサポート本体に上向き姿勢、正面向き姿勢及び下向き
姿勢のいずれをも採らせることができる。従って、背凭れを後傾させた際等、着座姿勢を
変更した際であっても、着座者の所望の姿勢でランバーサポートにより着座者の腰部を支
持させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明をシンクロチルト式の事務用回転椅子１００に適用した場合の一実施形態
につき、図面を参照して説明する。
【００１４】
　この椅子１００は、図１～図３に示すように、脚１と、この脚１の上部に支持され水平
旋回可能な支持基部２と、この支持基部２の上に配された座受３と、この座受３に保持さ
れた座４と、前記支持基部２に後傾動作可能に設けられた背支持体５と、この背支持体５
に取り付けられた背凭れ６とを具備してなる。
【００１５】
　前記脚１は、脚ベース１１と、脚ベース１１の中心部に設けられた脚支柱１２とを備え
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てなる。前記脚ベース１１は、中心部に設けたハブ１１ａから脚羽根１１ｂを放射状に突
出させて設けたもので、前記脚羽根１１ｂ先端にキャスター１１ｃをそれぞれ設けている
。前記脚支柱１２は、ガススプリングを主体に構成されたもので、上下方向に弾性的に伸
縮し、所望位置でロックすることができるようにした通常のものである。
【００１６】
　前記支持基部２は、前記脚支柱１２の上端部に取り付けられたハウジング２１と、この
ハウジング２１に剛結され前記背支持体５を後傾動作可能に支持する主軸２２と、前記ハ
ウジング２１内に設けられ前記背支持体５の後傾動作に対して反発力を発生させる図示し
ない傾動反力発生機構とを具備してなる。前記傾動反力発生機構は、コイルスプリングや
ガススプリング等を用いた通常のものであるため、説明を省略する。
【００１７】
　前記座受３は、前記座４を保持するシェル状のもので、その前端側が前記支持基部２に
前後動可能に取り付けられているとともに、その後端側が前記背支持体５の基端部に支持
されている。
【００１８】
　前記背支持体５は、前記支持基部２の主軸２２に後傾動作可能に支持された背支桿５１
と、この背支桿５１の上端部に取り付けられた弾性横桿５２とを具備してなる。前記背支
桿５１は、基端部を前記支持基部２に取り付けた下部背フレーム５１ｂと、この下部背フ
レーム５１ｂの先端に結合した上部背フレーム５１ａとを備えている。前記下部背フレー
ム５１ｂは、金属製のもので、その外側がカバー５３により覆われている。そのカバー５
３の外面は、前記上部背フレーム５１ａの外面に連続するように位置づけられている。前
記上部背フレーム５１ａは、合成樹脂により一体成形されたもので、その上部を二股に分
岐させて分岐桿部５１ａ２を形成している。この分岐桿部５１ａ２は、略直線状に起立し
ている。前記弾性横桿５２は、中間部二箇所を前記背支桿５１の上端部、さらに具体的に
は各分岐桿部５１ａ２の上端部に枢軸たる図示しない取付軸を介して支持させた板ばね状
のもので、その両端部で前記背凭れ６を支えている。
【００１９】
　前記背凭れ６は、背板６１を主体に構成されたものである。前記背板６１は、背板本体
６１ａとこの背板本体６１ａの左右両側部に設けた側端取付部６１ｃと、前記背板本体６
１ａの下端部に設けた下端取付部６１ｂとを具備してなるもので、前記側端取付部６１ｃ
を前記弾性横桿５２の両端部に接続するとともに、前記下端取付部６１ｂを前記背支桿５
１の下部背フレーム５１ｂに取り付けている。前記背板本体６１ａは、合成樹脂により作
られたもので、孔６１ｄを有しない周縁枠部６１ａ１と、この周縁枠部６１ａ１に囲まれ
た中間面部６１ａ２とを具備してなる。前記中間面部６１ａ２は、複数の孔６１ｄを設け
た樹脂メッシュ領域Ｍと、孔６１ｄを有しない樹脂シェル領域Ｓとを備えたもので、その
樹脂メッシュ領域Ｍと樹脂シェル領域Ｓとを交互に配置している。具体的には、前記中間
面部６１ａ２の樹脂シェル領域Ｓは、水平なベルト状のもので前記周縁枠部６１ａ１の対
向部位を連結するように配されている。ベルト状をなす前記樹脂シェル領域Ｓは、上下方
向に間隔を開けて複数本平行に配されており、これら樹脂シェル領域Ｓ間及び樹脂シェル
領域Ｓと周縁枠部６１ａ１との間に前記樹脂メッシュ領域Ｍがそれぞれ形成されている。
前記樹脂メッシュ領域Ｍは、前記樹脂シェル領域Ｓよりも薄肉に形成されており、多数の
孔６１ｄを有している。前記樹脂シェル領域Ｓの前面と前記樹脂メッシュ領域Ｍの前面と
は面一に形成されている。また、前記樹脂メッシュ領域Ｍの背面は、前記樹脂シェル領域
Ｓの背面よりも凹んで設けられている。一方、前記周縁枠部６１ａ１の前面と前記中間面
部６１ａ２との境界には、段部６１ａ３が形成されている。換言すれば、前記段部６１ａ
３を境にして、前記中間面部６１ａ２が前記周縁枠部６１ａ１よりも前方にせり出すよう
な形態をなしている。ここで、本実施形態では、背板６１の前面が最も前方に突出してい
る部位である迫出部分６１ｘに、バンド状をなす樹脂シェル領域Ｓを配している。また、
本実施形態では、この背板６１の前方に外装材６２を取り付け可能にしている。この外装
材６２は、背凭れ６の前面を形成する張地及びこの張地と背板との間に配されるクッショ
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ンを有する外装材本体６２ａと、この外装材６２を背板６１の係止縁部すなわち上縁部に
係わり合わせるための上縁取付部６２ｂと、この外装材を背板の下縁部に係わり合わせる
ための下縁取付部６２ｃとを具備する。なお、図１及び図２中では、この外装材６２は想
像線で示している。また、図３には、この外装材６２を取り外した状態の斜視図を示して
いる。
【００２０】
　しかして、この椅子は、前記図３、及び図４～図８に示すように、前記背板６１の前面
にランバーサポート７を着脱可能に装着可能である。
【００２１】
　このランバーサポート７は、分解斜視図である図４に示すように、また、このランバー
サポート７の取付部位の横断面図である図５に示すように、着座者の腰部をサポートする
ためのランバーサポート本体７１と、前記背板６の前面に着脱可能に装着され前記ランバ
ーサポート本体７１をその向きが背板６１の前面の向きに同調しつつ上下移動し得るよう
に案内する上下案内部材７２とを具備する。
【００２２】
　具体的には、前記ランバーサポート本体７１は、インナープレート７１ａと、このイン
ナープレート７１ａの前面に装着したサポートパッド７１ｂとを具備する。前記インナー
プレート７１ａには、その左右両端部に、前記背凭れ６の外装材６２の左右両側端より外
側に延伸する取手７１ａ１を設けている。そして、これら左右の取手７１ａ１間の部位の
前方に前記サポートパッド７１ｂを取り付けるようにしている。
【００２３】
　一方、前記上下案内部材７２は、背板６１の前面が最も前方に突出している迫出部分６
１ｘを含みその上下に亘って装着される左右１対の部材である。この上下案内部材７２は
、背板６１の孔６１ｄのいずれかを選択的に利用して前記背板６１に装着するようにして
いる。さらに、前記上下案内部材７２は、前記背板６１の前面に添接し得る程度の可撓性
を備えた例えば樹脂製の部材である。
【００２４】
　より具体的には、この上下案内部材７２は、背板６１の前面から前方に突出する起立部
７２ａと、この起立部７２ａの突出端から背板６１の幅方向中央に向かう側と反対側に延
伸する抜止爪部７２ｂとを具備する。また、この上下案内部材７２の起立部７２ａの背面
には雌ねじ穴７２ａ１を上下に離間させて複数箇所、具体的には２箇所に設けている。そ
して、この上下案内部材７２を背凭れ６の前面に沿った形状にした状態で、前記雌ねじ穴
７２ａ１と背板６１の孔６１ｄとを重合させ、背板６１の後方から取付具たる雄ねじ部材
７２ｃを前記雌ねじ孔７２ａ１にねじ止めすることによりこの上下案内部材７２を背板６
１に取り付けるようにしている。ここで、本実施形態では、前記背板６１の背面と雄ねじ
部材７２ｃの頭部との間に、前記雄ねじ部材７２ｄを挿し通すためのねじ通過孔７２ｄ１
を有する台座７２ｄを配している。
【００２５】
　一方、前記ランバーサポート本体７１は、その背面、より具体的には前記インナープレ
ート７１ａの背面に、前記上下案内部材７２に係り合い左右に対をなして設けた被案内爪
部７１ｃを具備する。この被案内爪部７１ｃは、ランバーサポート本体７１の背面から後
方に突出する起立部７１ｃ１と、この起立部７１ｃ１の突出端からランバーサポート７１
の幅方向中央に向かう側に延伸する抜止部７１ｃ２とを具備する。そして、この被案内爪
部７１ｃの抜止部７１ｃ２が前記上下案内部材７２の抜止爪部７２ｂに係り合うことによ
り、ランバーサポート本体７１が前記上下案内部材７２を介して背板６１に上下移動可能
に保持される。なお、本実施形態では、この被案内爪部７１ｃは、上下方向に離間させて
複数対、具体的には２対設けている。
【００２６】
　このランバーサポート７は、以下のようにして背板６１に取り付けられる。
【００２７】
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　まず、上下案内部材７２を、図４に示すように、背板６１の前面の前記迫出部分６１ｘ
を挟んで上下に跨る部位に沿わせて配置する。次いで、この上下案内部材７２の背面の全
体が背板６１の前面に略又は完全に接触するように上下案内部材７２を変形させる。それ
から、この上下案内部材７２の雌ねじ孔７２ａ１と、背板６１の孔６１ｄのいずれかと、
台座７２ｄのねじ通過孔７２ｄ１とを重合させ、雄ねじ部材７２ｃを背板６１の後方から
前記雌ねじ孔７２ａ１にねじ止めすることによりこの上下案内部材７２を背板６１の前面
に取り付ける。そして、この上下案内部材７２の抜止爪部７２ｂと前記ランバーサポート
本体７１背面の被案内爪部７１ｃの抜止部７１ｃ２とを係わり合わせる。すなわち、前記
上下案内部材７２の抜止爪部７２ｂと背板６１の前面との間に前記ランバーサポート本体
７１の被案内爪部７１ｃの抜止部７１ｃ２を位置させる。
【００２８】
　このランバーサポート本体７１の上下位置の変更は、前記取手７１ａ１を把持した状態
でランバーサポート本体７１を上下移動させることにより行う。その際、前記ランバーサ
ポート本体７１を左右に移動しようとすると、前記被案内爪部７１ｃの抜止部７１ｃ２が
前記上下案内部材７２に衝き当たるので、このランバーサポート本体７１の左右位置への
移動が規制され、ランバーサポート本体７１の移動方向が案内される。すなわち、背板６
１及びランバーサポート７を概略的に示した図６において、ランバーサポート本体７１は
、矢印Ｘ方向又は矢印Ｙ方向に移動可能である。
【００２９】
　ここで、上述したように、前記ランバーサポート本体７１の向きは、この背板６１の前
面の向きに同調して変化する。すなわち、このランバーサポート本体７１の高さ位置と背
板６１の前記迫出部分６１ｘの高さ位置とが一致している場合には、前記図６に示すよう
に、ランバーサポート７は正面を向く。その際、上述したように、前記迫出部分６１ｘに
は前記樹脂シェル領域Ｓを配しているので、ランバーサポート本体７１はこの樹脂シェル
領域Ｓに支持される。すなわち、着座者からの荷重はこのランバーサポート本体７１を介
して背板６１の樹脂シェル領域Ｓが受けるようにしている。一方、このランバーサポート
本体７１が背板６１の前記迫出部分６１ｘより上方に位置する場合には、図７に示すよう
に、ランバーサポート７は上向きである。そして、このランバーサポート本体７１が背板
６１の前記迫出部分６１ｘより下方に位置する場合には、図８に示すように、ランバーサ
ポート７は下向きである。
【００３０】
　以上に述べたように、本実施形態に係る椅子１００の構成によれば、ランバーサポート
７が、背板６１の前面に着脱可能に装着されランバーサポート本体７１をその向きが背板
６１の前面の向きに同調しつつ上下移動し得るように案内する上下案内部材７２を備えて
いるとともに、この上下案内部材７２を、背板６１の前面が最も前方に突出している迫出
部分６１ｘを含みその上下に亘って装着しているので、ランバーサポート本体７１を上下
移動させることにより、該ランバーサポート本体７１に、前記図７に示すような上向き姿
勢、前記図６に示すような正面向き姿勢、及び前記図８に示すような下向き姿勢のいずれ
をも採らせることが可能になる。すなわち、このような椅子１００の背凭れ６を後傾させ
た場合等、着座姿勢を変更した場合であっても、着座者の所望の姿勢でランバーサポート
７に着座者の腰部を支持させることができる。
【００３１】
　また、前記背板６１が迫出部分６１ｘ付近に複数の孔６１ｄを有しているとともに、前
記上下案内部材７２を、前記孔６１ｄのいずれかを選択的に利用して前記背板６１に装着
するようにしているので、着座者の腰部をより好適にサポートさせるべく、ランバーサポ
ート７の取付位置を変更可能にすることができる。
【００３２】
　さらに、前記上下案内部材７２が、前記背板６１の前面に添接し得る程度の可撓性を備
えているので、このような上下案内部材７２の取付位置に関わらず該上下案内部材７２を
前記背板６１の前面に添接させることができる。
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【００３３】
　また、前記背板６１が、前記孔６１ｄを多数形成してなる樹脂メッシュ領域Ｍと、孔６
１ｄを有しないシェル領域Ｓとを備えたものであるので、広く知られているこのような背
板６１に大幅な設計変更を加えることなく、上下案内部材７２の取付態様を好適に実現可
能である。
【００３４】
　そして、前記樹脂シェル領域Ｓが水平なベルト状をなすものであり、前記迫出部分６１
ｘにバンド状をなす樹脂シェル領域Ｓを配しているとともに、この樹脂シェル領域Ｓの上
下にそれぞれ樹脂メッシュ領域Ｍを配しているので、上述したように着座者の荷重を前記
樹脂シェル領域Ｓで受けることとなり、着座者にランバーサポート７による保持感を与え
ることができる。
【００３５】
　なお、本発明は以上に述べた実施形態に限られない。
【００３６】
　例えば、上述した実施形態では、上下案内部材は背板の樹脂メッシュ領域に設けた孔を
利用して取り付けるようにしているが、メッシュ孔を有しない背板に、上下案内部材を取
り付けるための孔を設け、この孔を利用して上下案内部材を取り付けるようにしてもよい
。また、木製等板状の背板の後方から木ねじ等を利用して上下案内部材を背板に接続して
もよい。この場合、迫出部分を含みその上下にわたって上下案内部材を装着すれば本発明
の最も主要な効果は得ることができるので、必ずしも上下位置は変更可能でなくともよい
。ここで、上下案内部材の上下位置が変更可能でない場合、上下案内部材が可撓性を備え
るものである必要はない。
【００３７】
　加えて、上述した実施形態では、背板が、水平なバンド状をなすシェル領域と、このシ
ェル領域の上下に配したメッシュ領域とを有する構成を採用しているが、シェル領域及び
メッシュ領域の形状はこのようなものに限らず、例えばシェル領域が垂直なものや、傾斜
を有するものを採用してもよく、また、複数の円形のメッシュ領域を配置するとともに、
残りの部分をシェル領域とする構成を採用してもよい。
【００３８】
　その他、本発明の趣旨を損ねない範囲で種々に変更してよい。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の一実施形態に係る椅子を示す斜視図。
【図２】同実施形態に係る椅子を示す側面図。
【図３】同実施形態に係る椅子の表装材を取り外した状態を示す斜視図。
【図４】同実施形態に係る椅子のランバーサポートの取付態様を示す分解斜視図。
【図５】同実施形態に係る椅子のランバーサポートの取付態様を示す要部横断面図。
【図６】同実施形態に係る椅子のランバーサポートの取付姿勢を概略的に示す図。
【図７】同実施形態に係る椅子のランバーサポートの取付姿勢を概略的に示す図。
【図８】同実施形態に係る椅子のランバーサポートの取付姿勢を概略的に示す図。
【符号の説明】
【００４０】
　１００…椅子
　６１…背板
　６１ｘ…迫出部分
　７…ランバーサポート
　７１…ランバーサポート本体
　７２…上下案内部材
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